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   諫早市就学援助規則  

（目的）  

第１条  この規則は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下

「法」という。）第１９条の規定に基づき、経済的理由により就

学困難と認められる児童生徒（法第１８条に規定する学齢児童及

び学齢生徒をいう。以下同じ。）の保護者（親権を行う者、未成

年後見人その他の者で、児童生徒を現に監護する者をいう。以下

同じ。）に対し、就学に必要な援助（以下「就学援助」という。

）を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的と

する。  

（対象者）  

第２条  就学援助を受けることができる者は、本市に住所を有する

児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。  

(1)  生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 に

規定する要保護者（以下「要保護者」という。）  

(2)  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で 、 要 保 護 者 に 準 ず る 程 度 に 困

窮していると諫早市教育委員会教育長（以下「教育長」という。

）が認めたもの  

ア  前 年 度 又 は 当 該 年 度 に お い て 、 次 の い ず れ か の 措 置 を 受  

けた者  

(ア ) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止  

(イ ) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第

１項の規定に基づく市町村民税の非課税  

(ウ ) 地方税法第３２３条の規定に基づく市町村民税の減免  

(エ ) 地方税法第７２条の６２の規定に基づく個人の事業税

の減免  

(オ ) 地方税法第３６７条の規定に基づく固定資産税の減免  

(カ ) 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条、

第 ９ ０ 条 、 第 ９ ０ 条 の ２ 第 １ 項 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定

に基づく保険料の減免  
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(キ ) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条

の規定に基づく児童扶養手当の支給  

(ク ) 諫早市国民健康保険条例（平成１７年条例第１３５号）

第 ３ ２ 条 の 規 定 に 基 づ く 徴 収 猶 予 又 は 同 条 例 第 ３ ３ 条

の規定に基づく保険料の減免  

イ  雇 用 保 険 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） 第 ４ ４ 条 の 規  

定に基づく日雇労働被保険者手帳の交付を受けている者  

ウ  経 済 的 に 困 窮 し て い る 者 で あ っ て 、 そ の 世 帯 の 総 所 得 額

が生活保護法に規定する生活保護基準額に本市が定めた基準

率を乗じて得た額以下であるもの  

エ  ウ に 掲 げ る も の の ほ か 、 災 害 、 主 た る 生 計 維 持 者 の 死 亡 、

その他の理由により経済的に困窮していると教育長が認める

もの  

２  前項の規定にかかわらず、教育長は、教育的見地から特に必要

と認める者に対し、就学援助を行うことができる。  

（就学援助を行う費用等）  

第３条  就学援助は、次の各号に掲げる費用の全部又は一部につい

て行う。  

 (1) 学用品費  

 (2) 通学用品費  

 (3) 新入学用品費  

 (4) 校外活動費  

 (5) 修学旅行費  

 (6) 野外宿泊食事代  

 (7) 通学費  

 (8) 学校給食費  

 (9) 医療費  

２  前項の規定にかかわらず、要保護者のうち、生活保護法第１３

条の規定による教育扶助を受けている保護者に対する就学援助は、

修学旅行費、野外宿泊食事代及び医療費に限るものとする。  
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３  第１項の規定にかかわらず、諫早市立小中学校以外の国公私立

小中学校に就学する児童生徒の保護者に対する就学援助は、学用

品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費及び修学旅行費に

限るものとする。  

（就学援助の申請）  

第４条  就学援助を受けようとする保護者は、毎年度教育長が定め

る日までに、別に定める申請書に必要な書類を添えて、教育長に

申請しなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、生活保護法第１３条の規定による教

育扶助を受けている保護者については、前項の規定による申請を

要しないものとする。  

（就学援助の認定等）  

第５条  教育長は、前条第１項の規定による申請があったときは、

その内容を審査し、就学援助を受ける者としての認定の可否を決

定するものとする。この場合において、教育長は、当該児童生徒

が在学する学校の校長（以下「校長」という。）及び民生委員・

児童委員の意見を聞くことができる。  

２  教育長は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を前

条の規定による申請をした保護者及び校長に通知するものとする。  

３  生活保護法第１３条の規定による教育扶助を受けている保護者

については、当該教育扶助の保護の開始の決定をもって第１項の

規定による認定を受けたものとみなす。この場合において、教育

長は、前項の規定による通知を省略することができる。  

（就学援助の実施）  

第６条  就学援助は、前条の規定による認定を受けた者（以下「認

定者」という。）に対して行うものとする。  

（就学援助の対象期間）  

第７条  就学援助の対象となる期間は、第５条の規定による認定を

した日から当該年度の末日までとする。ただし、教育長が特に必

要と認めるときは、この限りでない。  
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（申請内容の変更等）  

第８条  認定者は、就学援助を必要としなくなったとき又は申請内

容に変更があったときは速やかに教育長に報告しなければならな

い。  

（認定の取消し等）  

第９条  教育長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、

第５条の規定による認定を取り消すものとする。  

(1) 当該児童生徒が死亡したとき。  

(2) 当該児童生徒が市外に転出したとき。  

(3) 当該認定に係る要件に該当しなくなったとき。  

(4) 虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 就 学 援 助 の 認 定 を 受 け た と き 。  

(5)  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 教 育 長 が 就 学 援 助 を 必 要 と す

る事由が消滅したと認めたとき。  

２  教育長は、前項の規定により認定を取り消したときは、認定者

及び校長に通知するものとする。  

（補則）  

第１０条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が

別に定める。  

附  則  

  この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  


